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【変更の概要】

【変更に⾄る背景と概要】
バックエンド研究施設（BECKY）は、プルトニウム、濃縮ウラン、使⽤済燃料

等の核燃料物質をセル、グローブボックス、フード等において取り扱う研究施設
である。
⼀部設備について使⽤の⽬的を終了したため、設備の解体撤去を予定しており、

令和４年11⽉30⽇に変更許可申請（令04原機(科保)114）した事項について、保安
規定に反映させる。また、上記変更に併せて保守管理に係る分任施設管理者への
通知プロセスを変更する。

【主な変更内容】
① グローブボックスＢ−７の廃⽌
② 上記に伴うフードH-19及びH-20の最⼤取扱量変更
③ 分任施設管理者への通知プロセスの変更



【変更内容① グローブボックスＢ－７の廃止】

①グローブボックスＢ−７の廃⽌
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平⾯図

質量分析計外形図

〇グローブボックスＢ－７
グローブボックスＢ－７は、質量分析計の試料導入部を

設置することを目的として、平成7年にバックエンド研究
施設実験棟Bの実験室（Ⅴ）に設置したものである。現在
は、質量分析計の試料導入部としての役割は終了し、原
子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定における
負圧維持値の保持が行われている。

「別表第１－３ 最大取扱量 グローブボックス（２／６）」
から、グローブボックスＢ－７に関する記載の削除



【変更内容② フードＨ-19及びＨ-20の最大取扱量変更】

②フードH-19及びH-20の最⼤取扱量変更
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グローブボックスB−７解体撤去に伴い、同じ実験室（Ⅴ）に設置されている
フードＨ-19及びＨ-20の最⼤取扱量を変更する。



【変更内容③ 分任施設管理者への通知プロセスの変更】

③分任施設管理者への通知プロセスの変更
⇒第12条及び第13条の２について、通知に関する記載を適正化
旧：原⼦⼒施設検査室⻑から、分任施設管理者へ通知する。
新：BECKY技術課⻑から、分任施設管理者へ通知する。
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【変更案抜粋】※変更箇所下線
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【第10編】変更に係る確認事項

【許可との整合】
本変更内容は、令和４年11⽉30⽇に変更許可申請（令04原機(科保)114）

した事項の保安規定への反映であり、許可に整合している。

【保安規定審査基準との整合】
本変更内容は、使⽤規則第２条の12第１項第５号「使⽤施設等の操作」及び

第１項第15号「使⽤施設等の施設管理」として反映しており、
保安規定審査基準に整合している。

【保安規定に規定すべき事項との整合】
本変更内容は、保安規定に規定すべき事項として、使⽤施設等の操作に

関する事項及び施設管理に関する事項を記載しており、保安規定に規定
すべき事項に整合している。
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